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**2022 年 12 月改訂（第 3 版） 
_*2015 年 06 月改訂（第 2 版，新記載要領に基づく改訂） 

医療機器届出番号 34B1X00001000032 
 

 機械器具 51 医療⽤嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 輸液⽤アクセサリーセット 70326001  

コネクタキャップ  

再使⽤禁止 **（ソフトケースタイプ）  
 

【禁忌・禁止】 
 再使用禁止 

 

  【形状・構造及び原理等】 
**〈構造図〉 
 

 

 

 

 

 

 

**〈原材料〉 
構成部品 原材料 

キャップ ポリプロピレン 

 

**〈原理〉 
   輸液セットに使用されているメスコネクタ、三方活栓の混注口等

にキャップを接続することにより、内容物の漏れや汚染を防止す

ることができる。 

 

  【使用目的又は効果】  
   輸液セットのメスコネクタ等を被覆し、内容液の漏れを防止する

のに用いられる。 

 

 *【使用方法等】 
   1. 包装から本品を取り出す。 

   2. 本品の装着部をメスコネクタ等のロック部に回転させながら

ねじ込み、メスコネクタ等の開口部に確実に装着する。 

 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 
   1. 本品をメスコネクタ等に装着する際は、過度な締めつけをしな

いこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損するおそ

れがある。] 

  *2. 本品を装着させた状態で過度な負荷をかけないこと。[装着が

緩み、本品が外れたり、内容液が漏れたりするおそれがある。] 

 

  【使用上の注意】 
   〈重要な基本的注意〉 
   1. 本品に衝撃を与えないこと。[破損するおそれがある。] 

   2. 本品を鉗子等で挟まないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気混

入が生じるおそれがある。] 

  *3. 本品は菌の繁殖防止及び輸液セット等の内容液の効力維持に

有効なものではない。 

   4. 使用中は装着部の緩み、液漏れ破損等に注意すること。 

   5. 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。 

 

**〈不具合・有害事象〉 
   1. その他の不具合 

      空気混入、漏れ、固着、外れ、緩み、破損 

   2. その他の有害事象 

      誤飲 

 

 

**【保管方法及び有効期間等】 
**〈有効期間〉 
   3 年［自己認証(当社データ)による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

 

   問い合わせ先 

   TEL 0120-923-107 

 

 

** 
*  

装着部 キャップ 

** 
*  


